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事故情報の集約から注意喚起まで

安全な暮らしのために
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事故情報の集約・分析・公表

消費者庁では、消費者庁発足と同時に施行された「消費者安全法」に基づいて、関係行政機関等か
らの消費者事故等の通知を受けて事故情報を集約し、定期的に公表しています。また、これらの情
報を集約・分析して取りまとめた結果を公表し、地方公共団体等に提供するとともに国会や消費者
委員会へ報告しています。

さらに、「消費生活用製品安全法」に基づいて事業者から重大製品事故の報告を受けて事故情報を
集約し、定期的に公表しています。

消費者の生命・身体に係る事故発生

事故情報の
相談・通報等

関係省庁・地方公共団体等

消費者安全法に基づく通知

消費生活相談窓口
[国民生活センター]
[消費生活センター]

消費者事故等の通知

PIO-NET情報
[全国消費生活情報ネットワークシステム]

消費生活用製品安全法
に基づく報告

重大製品
事故の報告
(消費生活用製品※)

事業者

個別法によらない任意の情報提供

事故情報データ
バンク参画機関

(関係省庁、
独立行政法人等)

医療機関
ネットワーク
参画機関

事故情報の
提供

事故情報の
提供

事故情報の
通知・報告等

※消費生活用製品とは、主として一般消費者の生活の用に供さ
れる製品をいう。
（他の法令で個別に安全規制が設けられ、その規制の対象と
なっているもの（食品・医療品・自動車等）を除く。）

消費者庁(事故情報を一元的に集約)
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措置要求等

処分・指導等

各省庁

事業者消費者
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消費者安全法に基づく生命・身体被害への対応

消費者被害の発生・拡大を防止するため、消費者に必要な情報を迅速に公表し、注意喚起すること
が必要です。消費者庁が収集した事故情報のうち、被害の重篤性や拡大性が予想される事案につい
ては、未然防止・再発防止を図るため、消費者への注意喚起を行っています。また、消費者事故等
の発生又は拡大を防止するためには、関係府省庁を含む行政全体で被害防止のための取組を行うこ
とも重要です。

消費者庁は、関係府省庁や地方公共団体等の関係機関との間で情報交換や協議を行い、互いに連携
して被害の発生や拡大の防止に努めているほか、必要に応じて、関係府省庁へ所管の法律に基づく
措置の実施を求めることができるようになっています（措置要求）。

また、他の法律で対応できない場合（いわゆるすき間事案）については、消費者庁が事業者に対し
て直接措置を講じることができるようになっています。

医療機関ネットワーク

医療機関ネットワーク事業は、消費生活において、生命・身体に被害を生ずる事故に遭い、医療機
関を受診した患者の事故情報を収集し、同種・類似事故の再発防止に活かしていく取組を着実に推
進することを目的に、消費者庁と独立行政法人国民生活センターとの共同事業として2010年12月か
ら実施しています。2025年12月末時点で、32の医療機関がこの事業に参画しています。参画医療
機関から得られた情報は、消費者への注意喚起等に活用しています。

事故情報データバンクシステム

「事故情報データバンクシステム」は、消費者安全法に基づく通知、消費生活用製品安全法に基づ
く報告、関係府省庁等から提供される消費者事故に関する情報を一元的に集約し、活用するための
システムとして、独立行政法人国民生活センターと連携して2010年4月から運用しています。

2025年12月末時点で約42万件の事故情報が蓄積されており、検索・閲覧が可能です。

事故情報データバンクシステム
 https://www.jikojoho.caa.go.jp/
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製品安全誓約（日本国）

製品安全誓約（日本国）は、OECD（経済協力開発機構）が2021年に公表した「製品安全誓約の声
明 」を踏まえて、消費者庁を始めとする消費者向け製品の関係省庁と主要なオンラインマーケット
プレイス（Online Marketplace。以下「OM」といいます。）を運営する事業者との協働により策定
された日本版「製品安全誓約」です。

製品安全誓約（日本国）は、OM上において出品・販売される、リコール製品や安全ではない製品が
製品火災等の生命・身体に及ぼすリスクから消費者をこれまで以上に保護することを目的とした、
製品安全に係る法的枠組を超えた「官民協働の自主的な取組」であり、その対象は、大規模イン
ターネットモールのようなBtoC型ビジネスとともに、オンラインフリーマーケットやインターネッ
トオークションのようなCtoC型ビジネスの両方をカバーしています。

製品安全誓約（日本国）は、2025年12月末時点で８社が署名しています。

製品安全誓約（日本国）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/product_safety_pledge

https://www.jikojoho.caa.go.jp/
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_safety/product_safety_pledge
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消費者庁では、関係府省庁が法令等に基づき収集
し公表している消費者向け商品のリコール情報や、
消費者庁が事業者から連絡を受けた自主回収や注
意喚起等の情報を、一元的に集約し消費者へ分か
りやすく提供する「消費者庁リコール情報サイ
ト」を、2012年4月から運用しています。

同サイトでは、掲載情報を速やかに消費者に伝え
るために新着リコール情報をメールで配信する
サービス（メールマガジン）も行っています。本
サービスは、高齢者向け商品や子ども向け商品
（食品のアレルギー物質表示欠落に関する情報を
含む）に限定したリコール情報の配信にも対応し
ています。

商品によっては特有の注意事項等もあるため、
「参照情報」から関係行政機関等のサイトを確認
するとともに、詳細については事業者に問い合わ
せることも必要です。

また、食品表示法に基づき事業者からの自主回収
の届出がなされた食品等の公表情報を確認するこ
とができる食品表示リコール情報及び違反情報サ
イトを2021年6月から運用しています。

消費者庁リコール情報サイト
 https://www.recall.caa.go.jp/

メール配信サービスの登録
 https://www.recall.caa.go.jp/service/register.php

食品表示リコール情報及び違反情報サイト
 https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall

リコール情報の集約・提供

食品安全に関する司令塔機能と消費者理解の増進

消費者庁は、食品安全に関する司令塔として、食品安全に関する関係府省庁等との連絡体制の整備、
緊急の事態への対処などを行うほか、関係府省庁とともに、食品中の放射性物質、食中毒の予防な
どをテーマとし、消費者、事業者など様々な関係者の間で、情報の共有や意見の交換（リスクコ
ミュニケーション）を行っています。また、国際的なルール作りなどの国際協力・調和に携わって
います。

このほか、食品安全に関する情報について、冊子「健康食品Q&A」や「食品と放射能Q&A」を作成
するなど、ウェブサイトにより提供するとともに、季節に応じた食中毒予防のポイントなど、X（旧
Twitter）やFacebookにより発信しています。

消費者の安全・安心の確保のため、自家消費作物など消費者から検査依頼のあった食品等に含まれ
る放射性物質の測定を地方公共団体が自ら実施できるよう、独立行政法人国民生活センターと共同
で地方公共団体へ放射性物質検査機器の貸出しを行っています。

https://www.recall.caa.go.jp/
https://www.recall.caa.go.jp/service/register.php
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_recall



